
大分県公社等外郭団体に関する指導指針（Ｈ２１．９策定）
（第４の３） 主管部局長は毎年度、「指定団体」の経営状況等の点検評価を実施する。

主管部局長は毎年度、「その他の出資等団体」の経営状況等を総務部長に報告する。

（第５の２） 総務部長は各団体の経営状況等について確認を行い、県庁ＨＰ等により公開する。

１．経営状況等
（１）対象団体 ５７団体（指定団体３４団体・その他の出資等団体２３団体）

（２）経営状況

①当期純利益（当期正味財産増減額）の状況

②純資産（正味財産）の状況

（３）人的関与の状況（同一団体比較）

①県職員派遣

（Ｈ２３） （Ｈ２２）

○指定団体 ３０名 ３０名

○その他団体 ２名 ２名

②県職員の役員就任

（Ｈ２３） （Ｈ２２） （H23-H22）

○指定団体 ３９名 ４５名 △６（非常勤理事等 △５ 監事 △１）

○その他団体 １９名 ２６名 △７（非常勤理事等 △６ 監事 △１）

２．今後の取組み
○各団体ごとの見直し方針の策定

（株）大分フットボールクラブ、九州乳業（株）、周防灘フェ
リー等

マイナス

区分 その他団体 合計指定団体

33

1

指定団体

11

23

大分県信用保証協会、大分朝日放送（株）、大分県農業
信用基金協会等

17

6

28

29

備考

九州乳業（株）、大分県信用保証協会、大分バス（株）等

（公社）大分県農業農村振興公社、（株）大分放送、大分
県土地改良事業団体連合会等

公社等外郭団体の経営状況等について

・昨年度の公社等外郭団体に対する包括外部監査の指摘事項等を受け、各団体ごとの見直し方針を策定中

・大分県行財政改革推進委員会等の意見も参考に、今年中に策定予定

プラス 19 52

4 5

※「指定団体」出資比率２５％以上等 「その他の出資等団体」出資比率２５％未満
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備考

合計

［資料３－２］


